
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と「第８回線引き全市見直し」に

ついて、令和６年１月から２月にかけて都市計画市素案(案)等の説明会及び意見募集を行いました。 

このたび、いただいたご意見等を踏まえ、都市計画市素案（以下「市素案」という）を作成しました

ので、説明会・公聴会等の都市計画手続を進めます。 

 

１ 市素案の概要（詳細はリーフレット参照） 

(1)  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等（以下「整開保等」という）の改定 

人口減少社会の進展や気候変動等に対応した持続可能な都市の形成を図るため、改定を行います。 

(2)  第８回線引き全市見直し（以下「線引き見直し」という） 

既に市街化区域と同様に市街化している区域等の見直しにより、市街化区域が約 146 ヘクタール増

加します。 

２ 市素案説明会 

日時 会場 

令和６年７月 18日(木) 19 時開始 磯子公会堂（磯子区磯子３-５-１） 

令和６年７月 19日(金) 19 時開始 都筑公会堂（都筑区茅ケ崎中央 32-１） 

令和６年７月 20日(土) 14 時開始 旭公会堂 （旭区鶴ケ峰１-４-12） 

令和６年７月 22日(月) 19 時開始 泉公会堂 （泉区和泉中央北５-１-１） 

令和６年７月 23日(火) 19 時開始 青葉公会堂（青葉区市ケ尾町 31-４） 

令和６年７月 24日(水) 19 時開始 関内ホール 小ホール（中区住吉町４-42-１） 

令和６年７月 18 日(木)から８月８日(木)まで、同内容の説明動画を横浜市ホームページで配信 

３ 縦覧（閲覧）及び公聴会 

(1) 市素案の縦覧（閲覧）及び公述申出の受付 

ア 期間     令和６年７月 25 日(木)～８月８日(木)（土・日を除く）  

８時 45 分から 17 時 15 分まで（区役所は 17 時まで） 

  イ 縦覧場所 建築局都市計画課（市庁舎 25 階） 

閲覧場所 ①各区区政推進課（中区を除く）※線引き見直し市素案は変更がある区のみ当該区の図書を閲覧可 

②横浜市ホームページ 

ウ 公述申出の方法 公述申出書を電子申請・届出サービス又は書面により提出 

(2) 公聴会（公述申出があった場合に開催） 

日時 内容 会場 

令和６年９月２日(月)14 時開始 整開保等の改定に関する公聴会 横浜市開港記念会館 講堂
（中区本町１-６）           16 時開始 線引き見直しに関する公聴会 

  

お問合せ先 

（線引き見直し、説明会等に関すること）建築局都市計画課長 廣澤 美津江 Tel 045-671-2663 

（整開保等の改定に関すること）    都市整備局企画課長 森 隆行     Tel 045-671-2007 

≪掲載 URL：都市計画課ホームページ≫ 

説明会、縦覧（閲覧）、公述申出等の情報は、以下の URL 又は二次元コードからアクセスしてください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/senbiki/8hen/8senbikiminaoshi.html 

令 和 ６ 年 ６ 月 ３ 日 
建 築 局 都 市 計 画 課 
都 市 整 備 局 企 画 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」及び 

「第８回線引き全市見直し」について都市計画手続を進めます 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/toshikeikaku/tetsuduki/senbiki/8hen/8senbikiminaoshi.html









